


（説明） 

鳥獣保護管理事業計画は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

(平成 14 年法律第 88 号)第４条第１項の規定に基づき、同法第３条第１項の規定によ

り環境大臣が定める鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的

な指針（以下「基本指針」という。）に即して、都道府県知事が定めることとされて

います。 

 この計画は、鳥獣保護区の指定や農林業等に被害を及ぼす鳥獣の保護管理に関する

事項等について定めるものであり、現行計画（第 12 次鳥獣保護管理事業計画）は令

和３年度末で期間満了となることから、次期鳥獣保護管理事業計画（第 13 次鳥獣保

護管理事業計画）を策定する必要があります。 

 ついては、第 13 次鳥獣保護管理事業計画を別添のとおり作成したいので、貴審議

会の意見を伺います。 

 


